
議案番号 頁 担当

議案第４号 Ｐ１～Ｐ８ 企画財政課

単位：千円

会計区分 当初予算額
4月補正
専決

5月補正
専決

6月補正 累計総額

一般会計 36,580,000 64,765 348,112 8,295 37,001,172

国民健康保
険特別会計

10,145,000 10,145,000

介護保険特
別会計

8,717,000 8,717,000

後期高齢者
医療特別会
計

1,541,000 1,541,000

合計 56,983,000 64,765 348,112 8,295 0 0 0 57,404,172

令和３年度６月補正予算の概要

議案

令和３年度鎌ケ谷市一般会計補正予算（第３号）

【予算総額の推移】



単位：千円

№ 課名 款 名　称 補正額 説明

1
道路河川
整備課

15款　分担
金及び負担
金

船橋市負担金 ▲ 89,272

【概要】
　国の令和2年度第3次補正予算を活用して
準用河川整備事業を前倒したことに伴い、
令和3年度当初予算に計上した負担金を減額
するものである。
【算出根拠】
　補正後の額30,428千円－当初予算額
119,700千円＝補正額▲89,272千円

2
社会福祉
課

17款　国庫
支出金

生活困窮者自立
支援事業負担金

14,760

【概要】
　住居確保給付金について、新型コロナウ
イルス感染症の影響及び受給要件の緩和が
さらに延長されたことに伴い、受給者の増
が見込まれるため、追加するものである。
【算出根拠】
　補正後の額24,708千円－補正前の額9,948
千円＝補正額14,760千円

議案第４号　令和３年度鎌ケ谷市一般会計補正予算（第３号）

【概要】

【歳入予算】

  補正前の予算総額36,992,877千円に対し、歳入歳出それぞれ8,295千円を追加し、補正後の
予算総額を37,001,172千円にしようとするものである。
　なお、主な内容は、次のとおりである。

１　歳入関係
（１）船橋市負担金　▲89,272千円
（２）生活困窮者自立支援事業負担金　14,760千円
（３）新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金　90,659千円
（４）社会資本整備総合交付金（準用河川整備事業分）　▲70,713千円
（５）社会資本整備総合交付金（街区公園整備事業分）　48,000千円
（６）街区公園整備事業債　86,700千円

２　歳出関係
（１）生活困窮者自立支援事業に要する経費　19,680千円
（２）高齢者等への検査助成に要する経費　14,663千円
（３）子育て世帯生活支援特別給付金（その他子育て世帯分）に要する経費　90,659千円
（４）準用河川整備事業　▲212,150千円
（５）街区公園整備事業　147,077千円

３　国の令和2年度第3次補正予算に伴い、3月追加補正で計上した事業一覧　P8
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№ 課名 款 名　称 補正額 説明

3
高齢者支
援課

17款　国庫
支出金

疾病予防対策事
業費等補助金

5,720

【概要】
　市内介護施設等の下記の者を対象にＰＣ
Ｒ検査を実施することに伴い、計上するも
のである。
【対象者】
　市内在住で65歳以上の市内介護施設等利
用者（新規入所者及び既存入所の希望者
等）
【対象施設・人数（想定）】
①34施設
②650人（新規入所者200人、既存入所者450
人）
【算出根拠】
　補正後の額5,720千円－補正前の額0千円
＝補正額5,720千円

4
こども支
援課

17款　国庫
支出金

新型コロナウイ
ルス感染症セー
フティネット強
化交付金

90,659

【概要】
　子育て世帯生活支援特別給付金（その他
子育て世帯分）の支給に伴い、追加するも
のである。
【算出根拠】
　補助対象額90,659千円×補助率10/10＝補
正額90,659千円

5
道路河川
整備課

17款　国庫
支出金

防災・安全交付
金（主要市道整
備事業分）

▲ 15,000

【概要】
　国の令和2年度第3次補正予算を活用して
主要市道整備事業を前倒したことに伴い、
令和3年度当初予算に計上した交付金を減額
するものである。
【算出根拠】
　補正後の額47,307千円－当初予算額
62,307千円＝補正額▲15,000千円

6
道路河川
整備課

17款　国庫
支出金

社会資本整備総
合交付金（準用
河川整備事業
分）

▲ 70,713

【概要】
　国の令和2年度第3次補正予算を活用して
準用河川整備事業を前倒したことに伴い、
令和3年度当初予算に計上した交付金を減額
するものである。
【算出根拠】
　補正後の額0千円－当初予算額70,713千円
＝補正額▲70,713千円

7
公園緑地
課

17款　国庫
支出金

社会資本整備総
合交付金（街区
公園整備事業
分）

48,000

【概要】
　交付額の内示に伴い、追加するものであ
る。
【算出根拠】
　内示額98,000千円－補正前の額50,000千
円＝補正額48,000千円

8
公園緑地
課

17款　国庫
支出金

社会資本整備総
合交付金（公園
施設長寿命化事
業分）

▲ 5,000

【概要】
　国の令和2年度第3次補正予算を活用して
公園施設長寿命化事業を前倒したことに伴
い、令和3年度当初予算に計上した交付金を
減額するものである。
【算出根拠】
　補正後の額0千円－当初予算額5,000千円
＝補正額▲5,000千円
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№ 課名 款 名　称 補正額 説明

9
農業振興
課

18款　県支
出金

「輝け！ちばの
園芸」次世代産
地整備支援事業
補助金

654

【概要】
　認定農業者に対して、生産力強化のため
の施設整備費用（果樹棚・多目的防災網）
について補助金を交付するため、計上する
ものである。
【算出根拠】
　補正後の額654千円－補正前の額0千円＝
補正額654千円

10
企画財政
課

21款　繰入
金

財政調整基金繰
入金

4,187

【概要】
　歳入歳出予算の差額について、繰入金を
追加するものである。
【算出根拠】
　見込額944,005千円－補正前の額939,818
千円＝補正額4,187千円
【6月補正後の残高】
　803,265千円

11
公園緑地
課

21款　繰入
金

みどりの基金繰
入金

▲ 3,000

【概要】
　国の令和2年度第3次補正予算を活用して
公園施設長寿命化事業を前倒したことに伴
い、令和3年度当初予算に計上した繰入金を
減額するものである。
【算出根拠】
　見込額20,500千円－当初予算額23,500千
円＝補正額▲3,000千円
【6月補正後の残高】
　87,444千円

12
道路河川
整備課

24款　市債
主要市道整備事
業債

▲ 13,500

【概要】
　国の令和2年度第3次補正予算を活用して
主要市道整備事業を前倒したことに伴い、
令和3年度当初予算に計上した市債を減額す
るものである。
【算出根拠】
　補正後の額61,800千円－補正前の額
75,300千円＝補正額▲13,500千円

13
道路河川
整備課

24款　市債
準用河川整備事
業債

▲ 45,900

【概要】
　国の令和2年度第3次補正予算を活用して
準用河川整備事業を前倒したことに伴い、
令和3年度当初予算に計上した市債を減額す
るものである。
【算出根拠】
　補正後の額43,800千円－補正前の額
89,700千円＝補正額▲45,900千円

14
公園緑地
課

24款　市債
街区公園整備事
業債

86,700

【概要】
　令和3年度の国庫支出金の内示により事業
費を増額することに伴い、追加するもので
ある。
【算出根拠】
　補正後の額210,400千円－補正前の額
123,700千円＝補正額86,700千円

8,295合計
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単位：千円

款 項 目

1
社会福
祉課

3 1 1

生活困窮
者自立支
援事業に
要する経
費

19節　扶助費 19,680

【概要】
　住居確保給付金について、新型コロナウイ
ルス感染症の影響及び受給要件の緩和がさら
に延長されたことに伴い、受給者の増が見込
まれるため、追加するものである。
【財源内訳】
　国庫支出金14,760千円（負担率3/4）
　一般財源4,920千円
【算出根拠】
　住居確保給付金19,680千円
（補正分は54件分を想定※当初予算想定は6
件）

2
高齢者
支援課

3 1 6

高齢者等
への検査
助成に要
する経費

1節　報酬
8節　旅費
10節　需用費
12節　委託料

14,663

【概要】
　市内介護施設等の下記の者を対象にＰＣＲ
検査を実施するため、計上するものである。
【対象者】
　市内在住で65歳以上の市内介護施設等利用
者（新規入所者及び既存入所の希望者等）
【対象施設・人数（想定）】
①34施設
②629人
【財源内訳】
　国庫支出金5,720千円（補助率1/2）※予備
費対応分含む
　一般財源8,943千円
【算出根拠】
①パートタイム会計年度任用職員報酬1,185
千円
②費用弁償45千円
③消耗品費362千円
④ＰＣＲ検査委託11,071千円
⑤医療機関検査委託2,000千円

【歳出予算】

№
科目

課名 予算事業名 説明区分 補正額
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款 項 目
№

科目
課名 予算事業名 説明区分 補正額

4
農業振
興課

6 1 3

農業振興
対策事業
に要する
経費

18節　負担金
補助及び交付
金

654

【概要】
　認定農業者に対して、生産力強化のための
施設整備費用（果樹棚・多目的防災網）につ
いて補助金を交付するため、計上するもので
ある。
【財源内訳】
　県支出金654千円（補助率1/4）
　※認定農業者負担分3/4
【算出根拠】
　「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援
事業補助金654千円

5
道路河
川整備
課

8 2 3
主要市道
整備事業

14節　工事請
負費

▲ 30,000

【概要】
　国の令和2年度第3次補正予算を活用し、主
要市道整備事業（舗装改良分）を前倒したこ
とに伴い、令和3年度当初予算に計上済みの
事業費を減額するものである。
【財源内訳】
　国庫支出金▲15,000千円（補助率1/2）
　地方債▲13,500千円（充当率90%）
　一般財源▲1,500千円
【算出根拠】
　主要市道整備工事▲30,000千円

こども
支援課

3 2 1

子育て世
帯生活支
援特別給
付金（そ
の他子育
て世帯
分）に要
する経費

1節　報酬
3節　職員手
当等
10節　需用費
11節　役務費
12節　委託料
13節　使用料
及び賃借料
18節　負担金
補助及び交付
金

【概要】
　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化
することに伴う子育て世帯の生活の支援を行
うため、低所得の子育て世帯（ひとり親世帯
を除く）に対して、給付金を支給することに
伴い、計上するものである。
　なお、ひとり親世帯に対する給付金につい
ては、令和3年4月に専決で実施している。
【給付額】
　児童1人あたり50,000円
【支給対象者】
①令和3年4月分の児童手当又は特別児童扶養
手当の受給者であって、令和3年度分の住民
税均等割が非課税の者
②上記①のほか、令和3年3月31日時点におい
て、18歳未満の児童（高校3年生まで）を養
育する者であって、令和3年度分の住民税均
等割が非課税の者など
【対象児童数（見込）】
　1,727人
【財源内訳】
　国庫支出金90,659千円（補助率10/10）
【算出根拠】
①パートタイム会計年度任用職員報酬706千
円
②職員手当等1,427千円
③消耗品費250千円
④通信運搬費436千円
⑤手数料190千円
⑥電算処理委託800千円
⑦給付管理システム500千円
⑧子育て世帯生活支援特別給付金（その他子
育て世帯分）86,350千円

3 90,659
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款 項 目
№

科目
課名 予算事業名 説明区分 補正額

6
道路河
川整備
課

8 3 3
準用河川
整備事業

12節　委託料
14節　工事請
負費
16節　公有財
産購入費
21節　補償補
填及び賠償金

▲ 212,150

【概要】
　国の令和2年度第3次補正予算を活用し、準
用河川整備事業を前倒したことに伴い、令和
3年度当初予算に計上済みの事業費を減額す
るものである。
【財源内訳】
　船橋市負担金▲89,272千円
　国庫支出金▲70,713千円（補助率1/3）
　地方債▲45,900千円（充当率90%）
　一般財源▲6,265千円
【算出根拠】
①家屋調査委託▲16,500千円
②物件調査委託▲4,000千円
③不動産鑑定委託▲797千円
④準用河川整備工事▲120,000千円
⑤準用河川整備事業用地購入費▲12,319千円
⑥準用河川整備事業用地購入費（債務負担行
為）▲8,534千円
⑦準用河川整備事業に伴う物件補償▲50,000
千円

7
企画財
政課

8 4 4
下水道事
業会計繰
出金

23節　投資及
び出資金

▲ 1,340

【概要】
　国の令和2年度第3次補正予算を活用し、マ
ンホールトイレ整備事業を前倒したことに伴
い、令和3年度当初予算に計上済みの出資金
を減額するものである。
【財源内訳】
　一般財源▲1,340千円
【算出根拠】
　下水道事業会計出資金▲1,340千円

8
公園緑
地課

8 4 5
街区公園
整備事業

12節　委託料
16節　公有財
産購入費

147,077

【概要】
　令和3年度の国庫支出金の内示に伴い、必
要となる事業費を追加するものである。
【財源内訳】
　国庫支出金48,000千円（補助率1/3）
　地方債86,700千円（充当率（補助裏分）
90％、（単独分）75％）
　一般財源12,377千円
【算出根拠】
①不動産鑑定委託346千円
②（仮称）鎌ケ谷一丁目ふれあいの森公園用
地購入費（債務負担行為）17,945千円
③（仮称）丸山三丁目ふれあいの森公園用地
購入費（債務負担行為）128,786千円
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款 項 目
№

科目
課名 予算事業名 説明区分 補正額

9
公園緑
地課

8 4 5
公園施設
長寿命化
事業

14節　工事請
負費

▲ 10,000

【概要】
　国の令和2年度第3次補正予算を活用し、公
園施設長寿命化事業を前倒したことに伴い、
令和3年度当初予算に計上済みの事業費を減
額するものである。
【財源内訳】
　国庫支出金▲5,000千円
　みどりの基金繰入金▲3,000千円
　一般財源▲2,000千円
【算出根拠】
　公園施設整備工事▲10,000千円

10 警防課 9 1 2
消防団運
営に要す
る経費

8節　旅費
10節　需用費
12節　委託料
17節　備品購
入費

▲ 10,948

【概要】
　新型コロナウイルス感染症の影響により、
会場市として実施予定であった東葛飾支部消
防操法大会が中止となったことに伴い、運営
費を減額するものである。
【財源内訳】
　一般財源▲10,948千円
【算出根拠】
①費用弁償▲284千円
②消耗品費▲314千円
③食糧費▲60千円
④東葛飾支部消防操法大会会場設営委託
▲8,125千円
⑤東葛飾支部消防操法大会会場整備委託
▲1,375千円
⑥備品購入費▲790千円

8,295合計
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N0 事業名 担当課
事業費

(3月追加）
3年度当初
予算の減額

1 主要市道整備事業 道路河川整備課 102,030 ▲ 30,000

2 準用河川整備事業 道路河川整備課 230,218 ▲ 212,150

3 公園施設長寿命化事業 公園緑地課 23,500 ▲ 10,000

355,748 ▲ 252,150

※上記のほか、下水道事業会計予算でマンホールトイレ整備事業を計上し、これに伴う一般会計からの繰出金を減額している。

1 都市計画道路3・4・5号船橋我孫子バイパス線整備事業 道路河川整備課 4,050

2 小中学校の管理運営に要する経費 教育総務課 20,400

24,450

8

国の令和２年度第３次補正予算に伴い、３月追加補正で計上した事業一覧

【減額する事業】　※令和３年度当初予算に計上済みのため減額するもの

合　計

【参考：３月追加補正で計上したその他の事業】※令和３年度当初予算の前倒しではないもの

N0 事業名 担当課
事業費

(3月追加）

合　計


